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よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
市

政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま
せ

ん
か
？

日
時 

13
日
㈬
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所 

市
役
所

申
込
期
限 

8
日
㈮
17
時
15
分

申
込・問
合
せ 

広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

【
休
日・夜
間
交
付
】

対
象 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通

知
書・電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
が

届
い
て
い
る
方

※
本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
こ
と

日
時 

①
3
日
㈰
9
時
〜
12
時

②
28
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】※
予
約
制

　
写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時 

28
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

申
込
期
間 

1
日
㈮
〜
27
日
㈬

【
共
通
事
項
】

場
所・申
込・問
合
せ 

市
民
課（
市
役

所
1
階
1
番
窓
口
）☎
72・3
1
6
5

　
こ
れ
ま
で
指
定
ご
み
袋
は
１
冊

（
10
枚
）単
位
の
取
り
扱
い
で
し
た

が
、利
便
性
の
向
上
を
図
り
、ご
み

減
量
へ
の
意
識
を
高
め
る
た
め
、１

日
㈮
か
ら
一
部
の
取
扱
店
で
１
枚
か

ら
購
入
で
き
ま
す
。

問
合
せ 

ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時 

28
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

申
込
期
間 

1
日
㈮
〜
27
日
㈬

【
共
通
事
項
】

場
所・申
込・問
合
せ 

市
民
課（
市
役

所
1
階
1
番
窓
口
）☎
72・3
1
6
5

　
こ
れ
ま
で
指
定
ご
み
袋
は
１
冊

（
10
枚
）単
位
の
取
り
扱
い
で
し
た

が
、利
便
性
の
向
上
を
図
り
、ご
み

減
量
へ
の
意
識
を
高
め
る
た
め
、１

日
㈮
か
ら
一
部
の
取
扱
店
で
１
枚
か

ら
購
入
で
き
ま
す
。

問
合
せ 

ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

収
集
日 

20
日
㈬

※
8
時
30
分
ま
で
に「
み
ど
り
の
リ

サ
イ
ク
ル
」の
看
板
が
あ
る
最
寄
り

の
公
園
ま
た
は
緑
地
帯
へ

※
障
が
い
や
高
齢
な
ど
で
収
集
場

所
に
出
せ
な
い
場
合
は
戸
別
収
集

し
ま
す
。「
燃
や
せ
る
ご
み
」の
日
が

木
曜
の
地
区
は
21
日
㈭
、金
曜
の
地

区
は
22
日
㈮
に
出
し
て
く
だ
さ
い

問
合
せ 

ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

対
象 

小
学
3
年
生
以
上
で
5
年
間

検
査
を
受
け
て
い
な
い
方

費
用 

無
料

実
施
医
療
機
関 

茨
戸
病
院
、鎌
田
内

科
ク
リ
ニッ
ク
、わ
が
つ
ま
小
児
科
、石

狩
す
ず
ら
ん
内
科
、み
き
内
科
ク
リ

ニッ
ク
、あ
つ
た
中
央
ク
リ
ニッ
ク
、

浜
益
国
民
健
康
保
険
診
療
所

申
込
方
法 
直
接
医
療
機
関
へ

問
合
せ 

健
康
推
進
課

☎
72・6
1
2
4

　

令
和
8
年
度
に
使
用
す
る
小
学

校
用
と
中
学
校
用
の
教
科
用
図
書

の
採
択
結
果
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

※
市
教
育
委
員
会
H
P
に
も
掲
載

閲
覧
資
料 

採
択
結
果・理
由
、採
択

教
育
委
員
会
協
議
会
資
料
な
ど

日
時 

9
月
１
日
㈪
〜

平
日
8
時
45
分
〜
17
時
15
分    

場
所・問
合
せ 

学
校
教
育
課（
市
役

所
４
階
）☎
72・3
1
7
1

対
象 

①
病
気
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
由

　
で
就
学
義
務
の
猶
予
や
免
除
を

　
受
け
た
方
で
、令
和
8
年
3
月
31

　
日
ま
で
に
満
15
歳
以
上
に
な
る
方

②
就
学
義
務
の
猶
予
ま
た
は
免
除

　
を
受
け
ず
、か
つ
令
和
8
年
3
月

　

31
日
ま
で
に
満
15
歳
に
達
す
る

　
方
で
、そ
れ
ま
で
に
中
学
校
を
卒

　
業
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と

　
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が

　
あ
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め

　
た
方

③
日
本
国
籍
を
有
さ
ず
、令
和
8
年

　

3
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
以
上

　
に
な
る
方

④ 

①
③
以
外
の
令
和
8
年
3
月
31

　
日
ま
で
に
満
16
歳
以
上
に
な
る
方

日
程 

10
月
16
日
㈭
     

申
込
方
法 

道
教
育
委
員
会
や
文
部

科
学
省
で
配
布
の
願
書
を
提
出  

申
込
期
限 

29
日
㈮

申
込・問
合
せ 

文
部
科
学
省
生
涯
学

習
推
進
課（
〒100-8959 

東
京
都

千
代
田
区
霞
が
関
3・2・2
）

☎
03・5
2
5
3・4
1
1
1

支
払
日 

8
日
㈮

※
入
金
ま
で
数
日
要
す
る
場
合
あ
り

【
申
請
を
お
忘
れ
な
く
！
】

　

令
和
6
年
10
月
分
か
ら
の
制
度

改
正
以
降
、新
た
に
支
給
対
象
と
な

る
児
童
を
養
育
す
る
方
が
未
申
請
の

場
合
は
お
支
払
い
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方
に

は
５
月
下
旬
に
送
付
し
、添
付
書
類

に
不
足
が
あ
る
場
合
は
ご
案
内
し

て
い
ま
す
。未
提
出
の
場
合
は
早
急

に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

【
養
育
状
況
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
ら
】

　
児
童
を
監
護
し
な
く
な
っ
た
な
ど

養
育
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は

速
や
か
に
届
け
出
を
。未
提
出
や
遅
れ

た
場
合
は
、児
童
手
当
の
返
還
を
求
め

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ 

子
ど
も
家
庭
課（
市
役
所

1
階
18
番
窓
口
）

☎
72・3
1
2
8

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
は
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で

す
。未
提
出
の
場
合
、11
月
分
以
降

の
手
当
が
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

※
案
内
が
8
月
中
旬
ま
で
に
届
か

な
け
れ
ば
要
問
合
せ

日
中
受
付 

1
日
㈮
〜
29
日
㈮

受
給
資
格
を
満
た
し
て
い
な
い
場

合
や
、過
去
に
未
納・未
加
入
期
間

が
あ
り
、満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を

受
け
取
れ
な
い
方
が
年
金
額
の
増

額
を
希
望
す
る
場
合
は
、60
歳
以
降

で
も
国
民
年
金
に
任
意
加
入
で
き

ま
す（
厚
生
年
金
、共
済
年
金
に
加

入
中
の
方
除
く
）。

任
意
加
入
の
条
件 

次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
方

○
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
60

　

歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
ま
た
は

　
外
国
に
居
住
す
る
20
歳
以
上
65

　
歳
未
満
の
日
本
国
籍
の
方

○
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ
支

　
給
を
受
け
て
い
な
い
方

○
20
歳
〜
60
歳
ま
で
の
年
金
保
険

　

料
の
納
付
月
数
が
4
8
0
カ
月

　
未
満
の
方

※
保
険
料
の
支
払
い
は
口
座
振
替

※
任
意
加
入
中
は
保
険
料
免
除
制

度
の
利
用
不
可

※
受
給
資
格
期
間（
1
2
0
カ
月
）を

満
た
し
て
い
な
い
場
合
に
限
り
、65

歳
以
上
70
歳
未
満
の
方
も
加
入
可

持
ち
物 

通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
、金
融
機
関
へ
の
届
出
印

問
合
せ 

市
民
課
☎
72・3
1
2
2

　
27
日
㈬
〜
９
月
２
日
㈫
は
全
国

一
斉「
こ
ど
も
の
人
権
相
談
」強
化
週

市役所（花川北6・1・30・2）
りんくる（花川北6・1・41・1）

問

市
長
室
開
放

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

間
で
す
。い
じ
め
や
虐
待
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

侵
害
な
ど
、こ
ど
も
の
人
権
に
関
す

る
悩
み
事
に
つ
い
て
相
談
時
間
を
延

長
し
て
解
決
に
導
き
ま
す
。 

※
相
談
無
料
、秘
密
厳
守

【
電
話
に
よ
る
相
談
】

　
0
1
2
0・0
0
7・1
1
0

（
全
国
共
通・通
話
料
無
料
）

受
付
時
間 

平
日
8
時
30
分
〜
19
時
、

土・日
曜
10
時
〜
17
時

※
強
化
週
間
以
外
は
平
日
8
時
30

分
〜
17
時
15
分（
年
末
年
始
除
く
）

【
L
I
N
E
に
よ
る
人
権
相
談
】

ア
カ
ウ
ン
ト
名 

法
務
局
L
I
N
E

じ
ん
け
ん
相
談

問
合
せ 

広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

　

市
が
発
注
す
る
工
事・設
計・物

品
購
入
な
ど
の
契
約
を
希
望
す
る

方
は
、申
請
書
を
提
出
し
、資
格
審

査
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。詳

細
は
市
Ｈ
Ｐ
ま
で
。

受
付
期
間 

20
日
㈬
〜
26
日
㈫

※
原
則
郵
送
。当
日
消
印
有
効

申
請
受
付
業
種 

建
設
工
事
、浄
化
槽

工
事
、工
事
関
係
委
託（
設
計・測
量

な
ど
）、一
般
委
託
、物
品
購
入

資
格
有
効
期
間 

10
月
1
日
㈬
〜
令

和
9
年
3
月
31
日
㈬

申
込・問
合
せ 

契
約
課

（
〒061-3292 

市
役
所
３
階
）

☎
72・3
1
5
5

指
定
ご
み
袋
が
1
枚
か
ら

購
入
で
き
ま
す

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

み
ど
り
の
リ
サ
イ
ク
ル

エ
キ
ノ
コ
ッ
ク
ス
症
血
液
検
査

教
科
用
図
書
の

採
択
結
果
な
ど
を
公
表

店名 住所
セブンイレブン石狩花川南1条店

スーパーエース花川店

DCM花川店

ハマナスクラブ花川南2条店

セブンイレブン石狩花川南3条店

ラルズマート花川南店

セブンイレブン石狩花川南7条店

ユゲ薬局

セブンイレブン石狩花川北3条店

生活協同組合コープさっぽろ いしかり店

花川南1·2

花川南1·6

花川南1·6

花川南2·2

花川南3·4

花川南4·3

花川南7·3

花川北2·2

花川北3·1

花川北3·3

店名 住所
ビックリッキー石狩店

ビッグハウス花川店

ハマナスクラブ花畔店

セブンイレブン石狩花畔店

セブンイレブン石狩緑苑台店

セブンイレブン石狩花川東2条店

セブンイレブン石狩新港南店

石狩市観光センター「ゆめぽーと」

セラーズトーメン団地店

樽川9·1

樽川6·1

花畔3·1

花畔3·1

緑苑台東3·3

花川東2·2

新港南1·28

親船町107
厚田区虹が原
165·192

市民の声を活かす条例 審議会のうごき
6月の開催状況 ■広聴・市民生活課☎72・3191問

開催日 名称（担当課） 主な議題 公開
区分

傍聴
者数

公
開 0男女共同参画推進委員会

（広聴・市民生活課）
男女共同参画意識に関す
る市民意識調査について

公
開 14地域公共交通活性化協議

会（企画課）
地域公共交通確保維持改
善事業に係る計画認定申
請の件について

公
開 126 浜益区地域協議会

（浜益支所地域振興課）
令和8年度以降の地域自
治区振興事業について

公
開 0

9

文化財保護審議会
（文化財課）

「紅葉山33号遺跡出土の
漆塗り弓（文様入り）」の市
指定文化財指定について

非
公
開

5 こどもの権利救済委員会
（子ども政策課）

こどもの権利相談の受付
報告について

非
公
開

23
障害者総合支援認定審査
会（障がい福祉課）

障害者総合支援法に基づ
く介護給付等申請者の障
害支援区分の審査

要介護、要支援の審査・判
定（6月中8回開催）

介護認定審査会
（高齢者支援課）

非
公
開
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たき火や炭火を無人で放置すると、飛び火による火災や誤って触れるなど、けがの原因になります。絶対に放置せず、近くに消火用の水バケツや
消火器を用意し、使用後は必ず消火してください。ごみ焼きは禁止されていますので絶対にやめましょう。（石狩消防署警防課☎74･7165）

　
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
市

政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま
せ

ん
か
？

日
時 

13
日
㈬
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所 

市
役
所

申
込
期
限 

8
日
㈮
17
時
15
分

申
込・問
合
せ 

広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

【
休
日・夜
間
交
付
】

対
象 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通

知
書・電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
が

届
い
て
い
る
方

※
本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
こ
と

日
時 

①
3
日
㈰
9
時
〜
12
時

②
28
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】※
予
約
制

　
写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン

収
集
日 

20
日
㈬

※
8
時
30
分
ま
で
に「
み
ど
り
の
リ

サ
イ
ク
ル
」の
看
板
が
あ
る
最
寄
り

の
公
園
ま
た
は
緑
地
帯
へ

※
障
が
い
や
高
齢
な
ど
で
収
集
場

所
に
出
せ
な
い
場
合
は
戸
別
収
集

し
ま
す
。「
燃
や
せ
る
ご
み
」の
日
が

木
曜
の
地
区
は
21
日
㈭
、金
曜
の
地

区
は
22
日
㈮
に
出
し
て
く
だ
さ
い

問
合
せ 

ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

対
象 

小
学
3
年
生
以
上
で
5
年
間

検
査
を
受
け
て
い
な
い
方

費
用 

無
料

実
施
医
療
機
関 

茨
戸
病
院
、鎌
田
内

科
ク
リ
ニッ
ク
、わ
が
つ
ま
小
児
科
、石

狩
す
ず
ら
ん
内
科
、み
き
内
科
ク
リ

ニッ
ク
、あ
つ
た
中
央
ク
リ
ニッ
ク
、

浜
益
国
民
健
康
保
険
診
療
所

申
込
方
法 

直
接
医
療
機
関
へ

問
合
せ 

健
康
推
進
課

☎
72・6
1
2
4

　

令
和
8
年
度
に
使
用
す
る
小
学

校
用
と
中
学
校
用
の
教
科
用
図
書

の
採
択
結
果
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

※
市
教
育
委
員
会
H
P
に
も
掲
載

閲
覧
資
料 

採
択
結
果・理
由
、採
択

教
育
委
員
会
協
議
会
資
料
な
ど

日
時 

9
月
１
日
㈪
〜

平
日
8
時
45
分
〜
17
時
15
分    

場
所・問
合
せ 

学
校
教
育
課（
市
役

所
４
階
）☎
72・3
1
7
1

対
象 

①
病
気
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
由

　
で
就
学
義
務
の
猶
予
や
免
除
を

　
受
け
た
方
で
、令
和
8
年
3
月
31

　
日
ま
で
に
満
15
歳
以
上
に
な
る
方

②
就
学
義
務
の
猶
予
ま
た
は
免
除

　
を
受
け
ず
、か
つ
令
和
8
年
3
月

　

31
日
ま
で
に
満
15
歳
に
達
す
る

　
方
で
、そ
れ
ま
で
に
中
学
校
を
卒

　
業
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と

　
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が

　
あ
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め

　
た
方

③
日
本
国
籍
を
有
さ
ず
、令
和
8
年

　

3
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
以
上

　
に
な
る
方

④ 

①
③
以
外
の
令
和
8
年
3
月
31

　
日
ま
で
に
満
16
歳
以
上
に
な
る
方

日
程 

10
月
16
日
㈭
     

申
込
方
法 

道
教
育
委
員
会
や
文
部

科
学
省
で
配
布
の
願
書
を
提
出  

申
込
期
限 

29
日
㈮

申
込・問
合
せ 

文
部
科
学
省
生
涯
学

習
推
進
課（
〒100-8959 

東
京
都

千
代
田
区
霞
が
関
3・2・2
）

☎
03・5
2
5
3・4
1
1
1

支
払
日 

8
日
㈮

※
入
金
ま
で
数
日
要
す
る
場
合
あ
り

【
申
請
を
お
忘
れ
な
く
！
】

　

令
和
6
年
10
月
分
か
ら
の
制
度

改
正
以
降
、新
た
に
支
給
対
象
と
な

る
児
童
を
養
育
す
る
方
が
未
申
請
の

場
合
は
お
支
払
い
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方
に

は
５
月
下
旬
に
送
付
し
、添
付
書
類

に
不
足
が
あ
る
場
合
は
ご
案
内
し

て
い
ま
す
。未
提
出
の
場
合
は
早
急

に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

【
養
育
状
況
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
ら
】

　
児
童
を
監
護
し
な
く
な
っ
た
な
ど

養
育
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は

速
や
か
に
届
け
出
を
。未
提
出
や
遅
れ

た
場
合
は
、児
童
手
当
の
返
還
を
求
め

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ 

子
ど
も
家
庭
課（
市
役
所

1
階
18
番
窓
口
）

☎
72・3
1
2
8

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
は
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で

す
。未
提
出
の
場
合
、11
月
分
以
降

の
手
当
が
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

※
案
内
が
8
月
中
旬
ま
で
に
届
か

な
け
れ
ば
要
問
合
せ

日
中
受
付 

1
日
㈮
〜
29
日
㈮

平
日
8
時
45
分
〜
17
時
15
分

夜
間
受
付 

4
日
㈪・21
日
㈭・27
日
㈬

17
時
15
分
〜
20
時 

※
支
所
除
く

持
ち
物 

指
示
す
る
書
類

提
出
方
法 

受
給
者
本
人
が
問
合
せ

先
か
各
支
所
市
民
福
祉
課
に
来
庁 

※
郵
送
希
望
の
場
合
は
要
問
合
せ

問
合
せ 

子
ど
も
家
庭
課（
市
役
所

1
階
18
番
窓
口
）☎
72・3
1
2
8

　
特
別
児
童
扶
養
手
当・特
別
障
害

者
手
当・障
害
児
福
祉
手
当・経
過

的
福
祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、8
月
〜
令
和
8
年
7
月
ま
で
の

受
給
資
格
確
認
の
た
め
、「
所
得
状

況
届
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。未

提
出
の
場
合
、8
月
以
降
の
手
当
が

受
給
で
き
ま
せ
ん（
2
年
間
未
提
出

の
場
合
は
受
給
権
が
消
滅
）。

※
書
類
は
7
月
31
日
㈭
発
送

提
出
期
間 

12
日
㈫
〜
9
月
11
日
㈭

の
平
日

提
出・問
合
せ 

障
が
い
福
祉
課（
り

ん
く
る
1
階
）☎
72・3
1
9
4

　

国
民
年
金
は
原
則
20
歳
〜
60
歳

ま
で
の
加
入
期
間
や
保
険
料
の
納

付
状
況
に
よ
っ
て
年
金
額
が
決
定
し

ま
す
。

　
60
歳
ま
で
に
老
齢
基
礎
年
金
の

平
日
8
時
45
分
〜
17
時
15
分

夜
間
受
付 

4
日
㈪・21
日
㈭・27
日
㈬

17
時
15
分
〜
20
時 

※
支
所
除
く

持
ち
物 

指
示
す
る
書
類

提
出
方
法 

受
給
者
本
人
が
問
合
せ

先
か
各
支
所
市
民
福
祉
課
に
来
庁 

※
郵
送
希
望
の
場
合
は
要
問
合
せ

問
合
せ 

子
ど
も
家
庭
課（
市
役
所

1
階
18
番
窓
口
）☎
72・3
1
2
8

　
特
別
児
童
扶
養
手
当・特
別
障
害

者
手
当・障
害
児
福
祉
手
当・経
過

的
福
祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、8
月
〜
令
和
8
年
7
月
ま
で
の

受
給
資
格
確
認
の
た
め
、「
所
得
状

況
届
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。未

提
出
の
場
合
、8
月
以
降
の
手
当
が

受
給
で
き
ま
せ
ん（
2
年
間
未
提
出

の
場
合
は
受
給
権
が
消
滅
）。

※
書
類
は
7
月
31
日
㈭
発
送

提
出
期
間 

12
日
㈫
〜
9
月
11
日
㈭

の
平
日

提
出・問
合
せ 

障
が
い
福
祉
課（
り

ん
く
る
1
階
）☎
72・3
1
9
4

　

国
民
年
金
は
原
則
20
歳
〜
60
歳

ま
で
の
加
入
期
間
や
保
険
料
の
納

付
状
況
に
よ
っ
て
年
金
額
が
決
定
し

ま
す
。

　
60
歳
ま
で
に
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
資
格
を
満
た
し
て
い
な
い
場

合
や
、過
去
に
未
納・未
加
入
期
間

が
あ
り
、満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を

受
け
取
れ
な
い
方
が
年
金
額
の
増

額
を
希
望
す
る
場
合
は
、60
歳
以
降

で
も
国
民
年
金
に
任
意
加
入
で
き

ま
す（
厚
生
年
金
、共
済
年
金
に
加

入
中
の
方
除
く
）。

任
意
加
入
の
条
件 

次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
方

○
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
60

　

歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
ま
た
は

　
外
国
に
居
住
す
る
20
歳
以
上
65

　
歳
未
満
の
日
本
国
籍
の
方

○
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ
支

　
給
を
受
け
て
い
な
い
方

○
20
歳
〜
60
歳
ま
で
の
年
金
保
険

　

料
の
納
付
月
数
が
4
8
0
カ
月

　
未
満
の
方

※
保
険
料
の
支
払
い
は
口
座
振
替

※
任
意
加
入
中
は
保
険
料
免
除
制

度
の
利
用
不
可

※
受
給
資
格
期
間（
1
2
0
カ
月
）を

満
た
し
て
い
な
い
場
合
に
限
り
、65

歳
以
上
70
歳
未
満
の
方
も
加
入
可

持
ち
物 

通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
、金
融
機
関
へ
の
届
出
印

問
合
せ 

市
民
課
☎
72・3
1
2
2

　
27
日
㈬
〜
９
月
２
日
㈫
は
全
国

一
斉「
こ
ど
も
の
人
権
相
談
」強
化
週

児
童
手
当

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

▲市HP

間
で
す
。い
じ
め
や
虐
待
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

侵
害
な
ど
、こ
ど
も
の
人
権
に
関
す

る
悩
み
事
に
つ
い
て
相
談
時
間
を
延

長
し
て
解
決
に
導
き
ま
す
。 

※
相
談
無
料
、秘
密
厳
守

【
電
話
に
よ
る
相
談
】

　
0
1
2
0・0
0
7・1
1
0

（
全
国
共
通・通
話
料
無
料
）

受
付
時
間 

平
日
8
時
30
分
〜
19
時
、

土・日
曜
10
時
〜
17
時

※
強
化
週
間
以
外
は
平
日
8
時
30

分
〜
17
時
15
分（
年
末
年
始
除
く
）

【
L
I
N
E
に
よ
る
人
権
相
談
】

ア
カ
ウ
ン
ト
名 

法
務
局
L
I
N
E

じ
ん
け
ん
相
談

問
合
せ 

広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

　

市
が
発
注
す
る
工
事・設
計・物

品
購
入
な
ど
の
契
約
を
希
望
す
る

方
は
、申
請
書
を
提
出
し
、資
格
審

査
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。詳

細
は
市
Ｈ
Ｐ
ま
で
。

受
付
期
間 

20
日
㈬
〜
26
日
㈫

※
原
則
郵
送
。当
日
消
印
有
効

申
請
受
付
業
種 

建
設
工
事
、浄
化
槽

工
事
、工
事
関
係
委
託（
設
計・測
量

な
ど
）、一
般
委
託
、物
品
購
入

資
格
有
効
期
間 

10
月
1
日
㈬
〜
令

和
9
年
3
月
31
日
㈬

申
込・問
合
せ 

契
約
課

（
〒061-3292 

市
役
所
３
階
）

☎
72・3
1
5
5

障
が
い
の
あ
る
方
の
た
め
の

各
種
手
当

「
こ
ど
も
の
人
権
1
1
0
番
」

強
化
週
間

令
和
7・8
年
度 

競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請（
追
加
登
録
） 

▲LINE

ラ

イ
ン


